
阿賀野市告示第４４号 

 阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料助成金交付要綱を次のよ

うに定める。 

  令和４年３月２２日 

                    阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、阿賀野市在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、

にいがた出会いサポートセンターが運営する新潟県婚活マッチングシステ

ム「“ハートマッチ”にいがた」（以下「システム」という。）の入会登録料

補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、この交付に関して

は、阿賀野市補助金等交付規則（平成１６年阿賀野市規則第５６号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。 

(１) 阿賀野市に住民登録をしていること 

(２) 結婚を希望する２０歳以上の独身であること 

(３) 市税を滞納していないこと 

(４) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、システムの入会登録に係る費用の２分の１に相当する

額とし、初回登録に限り補助するものとする。ただし、キャンペーン等によ

り登録料が割り引かれる場合は、割引後の登録料の２分の１を補助するもの

とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、

「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書

（第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(１) システムの入会登録に係る領収証の原本又は写し 

(２) システムの会員証の写し（登録会員であることを証明するもの） 

4.4.1 



(３) その他市長が必要と認める書類 

２ にいがた出会いサポートセンターは、申請者が新規の登録会員であること

の確認及び入会手続き完了を申請書への押印により、市長に通知するものと

する。 

（補助金の交付等） 

第５条 市長は、前条第１項の規定により提出のあった申請書について、その

内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、「新潟県婚活マッチングシ

ステム」登録料補助金交付・不交付決定通知書（第２号様式）により申請者

に通知するものとする。 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第４条関係） 

年  月  日 

阿賀野市長 様           【申請者】 

住  所：〒   － 

阿賀野市 

氏  名：  

生年月日：    年    月   日 

電話番号： 

 

「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書 

 

 「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金の交付を受けたいので、「新潟県婚

活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて

申請するとともに、実績を報告します。 

なお、補助金の交付に係る審査のため、市長が住民登録情報及び市税の納付状況につ

いて関係部署に確認することに同意します。 

 

１ 申請及び実績 

登 録 年 月 日       年    月    日 

登 録 料         円 申請交付額 円 

 

２ 補助金の振込口座 ※補助金の振込先は、利用者本人の口座とします。 

銀行 ・ 信用組合 ・ 農業協同組合  

労働金庫 ・ その他 

支店 
本店 

預金種別 普通(総合) ・ 当座 

口 座 番 号        ※右詰めで記入 

フ リ ガ ナ                      
氏と名の間は 
１マス空ける 

口 座 名 義 人  

 

【にいがた出会いサポートセンター使用欄】※上記太枠内の記入確認後、押印願います。 

上記の利用者より「“ハートマッチ”にいがた」への会員登録手数料を受領し、

入会登録手続きが完了しました。なお、入会にあたって、上記の利用者が新規登録

会員であることに間違いありません。 

担当者確認印 

 

【添付書類】※補助金の交付申請の際に必ず提出してください。 

□ 入会登録料の領収書の原本又は写し 

□ 「“ハートマッチ”にいがた」の会員証の写し（登録会員の確認がとれるもの） 



 

第２号様式（第５条関係） 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

阿賀野市長       印  

 

 

「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付・不交付決定通知書 

 

 

  年 月 日付けで交付申請のあった「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助

金については、次のとおり交付・不交付することに決定しましたので通知します。 

 

１ 交付します。 

補 助 金 額 円 

振込予定日      年    月    日 

 申請書に記載した「補助金振込先」へ振込いたします。 

振込完了等のお知らせは行いませんので、通帳の記帳等でご確認ください。 

 

２ 交付しません。 

理 由  



 

 

 


